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「一般の疾病」としての対応変更を見据え、 

これまでインフルエンザ診療を行っていた医療機関や 

その他の医療機関におかれましては、 

この資料などを参考に 

COVID-19(外来)診療にも携わっていただくようお願いします 

なお、本ガイドの取扱いは令和５年９月末までとなります 

令和５年９月１日 

大分県福祉保健部感染症対策課 

 
 



－ 内容 － 

 

■全般事項 

【1】今までCOVID-19の診療をしていないが、これから始める必要がある? 

【2】COVID-19の診療について、参考となる資料などは? 

【3】５月８日以降の感染が疑われる患者の受診の流れはどうなっている？ 

【4】COVID-19の診療を始める場合、どのような手続きが必要? 

【5】COVID-19の外来診療や検査に係る公費負担や診療報酬における加算の考え方は? 

【6】COVID-19の患者に対するオンライン診療はどのようにして行う? 

【7】感染防護具の調達が困難な場合、緊急配布を要請することができるか? 

 

■COVID-19外来診療における感染対策 

【8】COVID-19の外来診療を始める場合、一般の患者も含めて、来院者にどう対応する? 

【9】COVID-19の有症状者や陽性者の待合、診察、検査の場所など外来診療で気をつけることは？ 

【10】COVID-19の疑いがある患者の診察・検体採取で使う感染防護具は、どんなもの? 

【11】COVID-19の病原体検査として何を使い、検体採取はどうしたらいい? 

【12】COVID-19の疑いがある患者が接触したところは、どのような消毒をすればいい? 

 

 

■COVID-19患者への対応 

【13】COVID-19患者の臨床像は？ 

【14】COVID-19と診断した場合、どのような診察、検査をすればいい? 

【15】COVID-19と診断した場合、発生届対象外の患者にどんなことを説明すればいい? 

【16】COVID-19の薬物療法にはどのようなものがある? 

【17】軽症のCOVID-19の患者にどのように対応したらいい? 

【18】COVID-19の患者の入院が必要になったり、中等症以上になったら、どうすればいい? 

【19】高齢者のCOVID-19の患者にどのように対応したらいい? 

【20】COVID-19の診断が確定した患者から受診の相談があったら、どう対応する? 

 

 

■感染者となった医療従事者への対応 

【21】医療機関の従事者が感染者となった場合、どう対応する? 

 

■その他 

  【別冊】新型コロナウイルス感染症に関する啓発資料（チラシ等）集 
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１ 現状 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、令和５年５月８日から５類感染症に位置づけが変更された 

・COVID-19は、位置づけ変更前までは主に外来対応医療機関（旧：診療・検査医療機関）において行

われてきたが、その数が限られており、また、検査や、感染確定後の診療、かかりつけ患者以外の

患者の診療などを実施しない医療機関も多かった 

・感染者が急増した際には、一部の外来対応医療機関に患者が集中し、診察や検査が受けづらい状

況が発生していた 

 

２ 今後の方向性 

・国は、COVID-19 の感染症法上の位置付け変更に伴い、幅広い医療機関による自立的な通常の医療提

供体制に移行することを求めている 

・原則としてインフルエンザなど他の疾患と同様となることから、幅広い医療機関で患者が受診できる医療

体制の構築を進めていく必要がある 

 

３ COVID-19診療に当たる医療機関の増加が急務 

・こうした状況を踏まえ、各医療機関、特に、これまでインフルエンザの外来診療を実施してきた医療機関

に COVID-19の外来診療にも携わっていただくことが必要である 

・また、外来対応医療機関の数はもちろん、かかりつけ患者以外の患者への対応、処方、療養指導、入院

要否判断のための評価、病病・病診連携による入院調整を実施する医療機関の数も増やす必要があ

る 

 

４ このガイドなどを参考に COVID-19の外来診療を！ 

・本ガイドは、COVID-19 の外来診療を始める際の参考となる、具体的な手順や方法、注意点などを記載

した 

・今後も最新の知見等を踏まえ、本ガイドを改定する予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１】今まで COVID-19の診療をしていないが、これから始める必要がある？ 
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１ 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症」特設サイト 

・「自治体、医療機関、福祉施設向け情報」等に過去のものも含めてすべて掲載されている 

 

２ このガイドで特に参考としている資料 

（１）「新型コロナウイルス感染症 COVID-19診療の手引き第 10.0版」 

・令和 5年 8月厚生労働省研究事業 

（２）「効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策について」 

・令和 4年 6月 20日厚生労働省通知 

（３）「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第 5版」 

・2023年 1月 17日一般社団法人日本環境感染学会 

（４）「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針第 6版」 

・2022年 12月 23日国立感染症研究所等  

（５)「COVID-19に対する薬物治療の考え方第 15版」 

・2022年 11月 22日一般社団法人日本感染症学会 COVID-19治療薬タスクフォース 

（６)「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について」 

・2023年 4月 4日厚生労働省通知 

（７)「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う啓発資材について（第二弾）」 

・2023年 4月 17日厚生労働省通知 

（８)「診療所における効果的な感染対策の好事例の紹介」 

・2022年 11月 28日一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 

 

 

 

【２】COVID-19の診療について、参考となる資料などは？ 

【３】５月８日以降の感染が疑われる患者の受診の流れはどうなっている？ 
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１ 県による「外来対応医療機関」（旧：診療・検査医療機関）としての指定 

  ※既に「診療・検査医療機関」として指定されていた場合は、自動的に「外来対応医療機関」へ移行する

ので新たな指定は不要 

（１）概要 

・発熱等の COVID-19 を疑う症状がある患者の診療や検査を行う医療機関に対して、医療機関からの

申請を受け、県が「外来対応医療機関」として指定している 

・公表に同意した「外来対応医療機関」を県のホームページに掲載している 

・公表内容に変更等がある場合は、県に直ちに届出が必要 

・指定を受けていなくても COVID-19 の診療は可能だが、診療報酬の加算を算定する際には指定や公

表等が条件となっている場合がある(【5】3参照) 

・問い合わせ先：大分県福祉保健部感染症対策課（097-506-2790） 

（２）種類 

・診療のみを行い、必要に応じて検査実施が可能な医療機関への紹介を行う医療機関 

・診療と検体採取を含む検査のいずれにも対応可能な医療機関 

・上記 2区分それぞれにおいて、小児への対応が可能な医療機関 

 

 

 

 

 

１ COVID-19病原体検査に関する診療費の自己負担に対する公費負担 

 ・公費負担の取扱いは終了 

 

２ COVID-19に関する外来診療費の自己負担に対する公費負担 

（１）COVID-19 の患者が外来で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方（薬局での調剤を含む 以下同

じ）を受けた場合、その薬剤費に対して公費負担が適用される 

・対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、他の疾病とのバランスの観点から、これまでに特例

承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、

中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限るものとする 

・上記薬剤のうち、国購入品の薬剤費については、いかなる場合であっても、患者に自己負担を求める

ことや、診療報酬請求をすることはできない 

（２）公費負担の請求 

・治療薬全額公費負担者番号：28440808 

・外 来 受 給 者 番 号：9999996 

 

３ 診療報酬における加算等 

 ・令和５年３月３１日付け厚生労働省保険局医療課通知「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置

づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を参照 

①受入患者を限定しない外来対応医療機関であって、その旨を公表しており、COVID-19 患者又は疑わ

れる者（以下「疑い患者」という）に対し、必要な感染症予防策を講じた上外来診療を実施した場合、

「院内トリアージ実施料(300点)」等の加算が可能 

＊「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には、受入患者を限定しない形に令和５年８月末までの

間に移行する外来対応医療機関を含める 

【４】COVID-19の診療を始める場合、どのような手続きが必要？ 

【５】COVID-19の外来診療や検査に係る公費負担や診療報酬における加算の考え方は？ 



4 

 

②COVID-19 疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が①の院内トリアージ実施料(300 点)を算定する

要件を満たしていない場合において、COVID-19 患者又は疑い患者に対し、必要な感染症予防策を講

じた上外来診療を実施した場合、「許可病床数が 100床未満の病院の場合(147点)」等の加算が可能 

  ③入院中の患者以外の CVOVID-19 患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療（往診、訪問診

療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く）において、家庭内の感染防止策や、重症化した場

合の対応等の療養上の指導を実施した場合に B000の２に規定する「許可病床数が 100床未満の病

院の場合(147 点)」を発症日（無症状病原体保有者の場合は検体採取日）から起算して７日以内に限

り算定できる 

  ④COVID-19患者について、入院調整を行った上で、入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添

えて患者の紹介を行い、診療情報提供料（Ⅰ）を算定する場合、「救急医療管理加算 1(950 点)」を算

定できる 
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【６】COVID-19の患者に対するオンライン診療はどのようにして行う？ 
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１ 「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム」(G-MIS) 

（１）G-MISの概要 

・全国の病院の稼働状況や、病床医療スタッフの状況、受診者・検査数、医療資材の確保状況等を一

元的に把握し、必要な支援につなげるための国運用のシステム 

・COVID-19 の診療を行う病院や診療所は、Web 上の G-MIS 入力ページにログインし、日々の検査数

等を報告することとされている 

（２）報告内容等(診療所の場合) 

報告区分 報告期限 報告内容 

日次 原則翌日 13時 診療した発熱患者数、SARS-CoV-2検査数等 

週次 水曜日 13時 感染防護具(サージカルマスク等)の在庫量、今後の想定 

消費量・購入見込み量等 

 

２ G-MISを活用した緊急配布(SOS)、要請 

・感染防護具の調達が困難であり、緊急的に配布を希望する場合は、G-MIS により配布要請することが

可能 

・要件 

①欠品等により自ら調達できない 

②COVID-19の入院患者を受け入れている又は検査(検体採取)を行っている 

③備蓄見通しが 3週間以下である 

・要請後、県と医療機関で配布数量等を調整し、国からの発送手続きがとられる 

 

 

 

 

 

１ COVID-19の診療・検査に関する周知 

・医療機関ホームページ、入口付近の掲示物、電話などを通じて以下の点を周知する 

－事前連絡の徹底 

－検査の可否、種類、結果判明までの時間等 

－来院時間、場所 

 

２ 来院者への対応 

・COVID-19を疑う症状の有無、体温などを医療機関の入口や受付で確認する 

・COVID-19を疑う患者は、専用の待機場所に案内し、できるだけ早く診察する 

・症状の有無、年齢などにかかわらず、可能な限り、マスクの着用を求める 

・濃厚接触者と COVID-19を疑う患者で対応に変わりはない 

 

 

 

 

 

 

 

【７】感染防護具の調整が困難な場合、緊急配布を要請することができるか？ 

【８】COVID-19の外来診療を始める場合、一般の患者も含めて、来院者にどう対応する？ 
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１ 基本 

・外来で COVID-19 疑い患者を診療する場合は、「インフルエンザ流行時に準じた対応(空間的/時間的隔

離、換気、マスク、優先診療などによる対応)が可能」とされている 

 

２ 来院する時間、待機場所等 

・車中を含め、他の患者と空間または時間が分けられる時間、待機場所を選定する 

・複数の COVID-19 疑い患者が待機する場合は、マスクを着用し、少なくとも 1m 以上空け、会話しないよ

う指導する 

・換気方法(機械換気、窓の開放による自然換気、空気清浄機やサーキュレーターなど)を確認する 

 

３ 診察する時間、場所等・ 

・他の患者と空間または時間が分けられる時間、診察場所を選定する 

・換気方法(機械換気、窓の開放による自然換気、空気清浄機やサーキュレーターなど)を確認する 

 

４ 検体採取する時間、場所等 

・他の患者と空間または時間が分けられる時間、採取場所を選定する 

・屋内の場合、換気方法(機械換気、窓の開放による自然換気、空気清浄機やサーキュレーターなど)を確

認する 

・検体採取及び補助等を担当する従事者、役割分担等を事前に決めておく 

  

＊「院内感染対策 院内での外来診療 

の工夫」チラシを参考 

 

 

＊適切な換気量を満たしているかを確 

認する方法として、二酸化炭素濃度 

測定器を使用し、室内の二酸化濃 

度が 1000ppm を超えていないかを 

確認することも有効 

   測定器の位置は、ドア、窓、換気 

口から離れた場所で、人から少なく 

とも 50m離れたところに配置する 

＊空気清浄機は、HEPAフィルタを搭 

載したろ過式のものを使用する。紛 

らわしい表現をしている製品もある 

ので注意する 

 

 

 

 

 

 

 

【９】有症状者や陽性者の待合、診察、検査の場所など外来診療で気をつけることは？ 
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１ 感染予防策の基本 

 -下記３つの感染経路を絶つ対策に加え、距離を維持する空間分離が必要 

  ①飛 沫 感 染 ：ウイルスを含む飛沫が口・鼻・目などの露出した粘膜に付着する 

  ②エアロゾル感染 ：空中に浮遊するウイルスを含むエアロゾルを吸い込む 

  ③接 触 感 染 ：ウイルスを含む飛沫を直接触ったか、ウイルスが付着した者の表面を触った手指

で露出した粘膜を触る（ただし、接触感染対策は、最小限かつ効果的に実施する）  

 

２ 個人感染防護具(PPE)一覧 

○：必ず使用する  △：状況により使用する 

場面 手袋 サージカルマスク N95マスク ガウン 眼の防護 

飛沫曝露リスクが高い①診察 △ ○ △ △ ○ 

飛沫曝露リスクが低い②診察 △ ○ △ △ △ 

呼吸器検体採取③ ○ ○ △ △ ○ 

エアロゾル産生手技④ ○ 一 ○ ○ ○ 

環境整備 ○ ○ △ △ △ 

リネン交換 ○ ○ △ ○ ○ 

患者搬送⑤ △ ○ △ △ △ 

①：患者がマスク着用なし、近距離での処置、顔面への飛沫曝露リスクが高い場合など 

②：患者がマスク着用し、顔面への飛沫曝露リスクが低い場合など 

③：患者が咳などをしておらず、換気が十分に行える環境下であれば、N95 マスクでなくてもサージカル

マスクの着用で鼻咽頭ぬぐい液の検体採取は可能。検体採取においては、患者の正面ではなく横

に立ち、飛沫を直接浴びないことが重要 

④：気管挿管・抜管、気道吸引、NPPV 装着、気管切開術、心肺蘇生、用手換気、上部消化管緊急内視

鏡、気管支鏡検査、ネブライザー療養、誘発採痰など 

⑤：直接患者に触れない業務(運転手など)ではガウンは、不要 

く補足〉 

・手袋は、単回使用を必須とし、外科的手技を除き、二重ではなく一重でよい 

・タイベック○R スーツなどの防護服は、不要 

・眼の防護は、ゴーグルやフェイスシールドなどを使い、再利用の場合は、適切に消毒する 

 

３ 感染防護具の外し方・脱ぎ方 ＊「PPE着脱について」を参考 

（１）感染防護具の表面は、汚染されているので、表面を触らずに外す、脱ぐことが重要 

・普段から練習し、確認しておくことが重要 

（２）外す・脱ぐ場所を決めておき、必要物品を用意しておく 

・感染区域のうち、清潔区域に最も近いところに設定する 

・手洗い場所があれば理想だが、なければ、最も近くの手洗いを利用 

・足ふみ用蓋付き廃棄容器、手指用アルコール消毒剤（70％以上）が使える状態にしておく 

（３）ガウンを着用している場合、正しく外す・脱ぐができているか確認する補助者を付けることが望ましい 

・補助者は、マスクと手袋をし、介助後に手指消毒をする 

（４）外す・脱ぐ順番に注意 

・手袋 → ガウン → フェイスシールド → マスク 

－ガウンを脱ぐ途中で手袋も一緒に外すことも可能 

【10】COVID-19の疑いがある患者の診察・検体採取で使う感染防護具は、どんなもの？ 
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・フェイスシールド、ゴーグルなどを再使用する場合には、別の容器に一旦置き、マスクを外した後、未

使用の手袋をして、内側・外側をアルコールで消毒し、清潔な場所に保管する 

・防護 1つ外すたびに手指消毒し、すべて終わったら、流水・石けんで手洗いし、手指消毒する 

 

４ 診察(問診、検温等を含む)する場合の感染防護  ＊「PPE着脱について」を参考 

（１）発熱のみで、咳などの呼吸器症状が全くない患者の場合は、サージカルマスクのみでよい 

・患者がマスクを着用できない場合は、眼の防護も行う 

－口腔内の診察、ロ腔ケア、食事介助、入浴支援なども同様 

（２）身体密着が想定される場合には、接触度に応じてガウンを着用する 

・移乗介助、身体リハ、むせこみ食事介助、おむつ交換など 

（３）患者接触の前後に必ず手指消毒を実施 

（４）診察中に患者の飛沫を浴びた(おそれがある)場合 

・３（４）の順番で感染防護具を 1つずつ適切に外し、その都度、手指消毒を行う 

・最後に手洗い・手指消毒を行ってから、新しいサージカルマスクを着用する 

 

５ 検体採取する場合の感染防護 

（１）感染防護具 

・手袋、眼の防護、必要に応じてガウンを着用、複数の患者の場合は、患者ごとに手袋を交換し、手指

消毒をする 

・患者が咳などをしておらず、換気が十分であれば、N95 マスクでなく、サージカルマスクの着用で鼻咽

頭ぬぐい液の検体採取は可能（２）検体採取時の位置等 

・患者の正面ではなく横に立ち、飛沫を直接浴びないことが重要 

・患者にはマスクを着用したまま下にずらし、鼻孔だけを出してもらう 

（３）患者による自己採取の場合 

・患者に鼻腔ぬぐい液か唾液を自己採取してもらう場合、検体を回収する従事者は、サージカルマスク

と手袋を着用する 

・患者がマスクを着用していない場合は眼の防護を行う 

（４）作業終了後 

・３（４）のとおり感染防護具を 1つずつ適切に外し、その都度、手指消毒を行う 

・最後に手洗い・手指消毒を行って、新しいサージカルマスクを着用する 

 

６ 自医療機関で抗原定性検査を行う場合 

・従事者は、サージカルマスク、手袋(必要に応じて、ガウン、眼の防護具を追加)を着用し、作業終了後、

１つずつ適切に外し、その都度、手指消毒を行い、最後に手洗い・手指消毒を行って、新しいサージ

カルマスクを着用する 
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１ COVID-19の診断に必要な病原体検査の種類と検体(○推奨、△要注意、一推奨されない) 

検査の対象者 
核酸検出検査 抗原定量検査 抗原定性検査 

鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔① 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液 

有 

症 

状 

者 

発症から 

9日目以内 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○② 

発症から 

10日目以降 
○ ○ 一④ ○ ○ 一④ △③ △③ 一④ 

無症状者 ○ ○ ○ ○ 一⑤ ○ 一⑤ 一⑤ 一④ 

①引き続き検討が必要であるものの、有用な検体である 

②唾液検体で薬事承認を得た製品のみ 

③陰性の場合は、臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される 

④推奨されない 

⑤感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等でのスクリーニングに使用可能だが、結果が陰性の場合で

も感染予防策を継続すること等の注意が必要 

 

２ 検体の採取法 

（１）鼻咽頭ぬぐい液 

・滅菌ぬぐい棒を鼻腔孔から耳孔を結ぶ線にほぼ平行に鼻腔底に沿ってゆっくり挿入し、抵抗を感じた

ところで止め(成人 10cm 程度、小児 5cm 前後が目安)、10 秒程度そのままの位置で保ち、鼻汁を浸

透させ、ゆっくり回転させながら引き抜く 

・ぬぐい棒の先端を保管輸送用容器内の 1～2mL程度の溶液に浸して、キャップする 

（２）鼻腔ぬぐい液 

・鼻孔(鼻の穴)から 2cm程度滅菌ぬぐい棒を顔の中心に向かって挿入し、鼻腔壁に軽く当て、ゆっくり 5

回程度回転させ、5秒程度静置し、湿らせる 

・鼻咽頭ぬぐい液と同様に容器に入れる 

・患者自身が採取する場合は、医療従事者の管理下で実施することが原則 

（３）唾液 

・広口の滅菌容器(50mL チューブ等)に 1～2mL 程度の唾液を医療従事者による管理下で被検者が自

己採取する 

・飲食、歯磨き、喫煙等の後、最低 30分以上空けてから採取する 

 

3検体採取と検査法の利点・課題 

検査法 利点 課題 

核酸検出検査 唾液、鼻腔ぬぐい液の自己採取が可能 

抗原定性検査よりも感度が高い 

医療従事者の採取で感染防護具が必要 

外注検査では結果判明が翌日になる 

抗原定性検査 鼻腔ぬぐい液の自己採取が可能 

自院で簡便、迅速に結果が得られる 

医療従事者の採取で感染防護具が必要 

核酸検出検査よりも感度が低い 

 

 

 

 

 

【11】COVID-19の病原体検査として何を使い、検体採取はどうしたらよい？ 
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１ 環境消毒に使用する薬 

・界面活性剤が含まれている一般的な家庭用洗剤 

・アルコール(70～90%)か次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を使用する 

 

２ 消毒の方法 

・感染者が触れた環境で、他の人が触れる可能性があるときは、速やかに消毒する 

・環境表面を過度に消毒する必要はない 

－手すり、ドアノブやエレベーターのボタンカバーなどの高頻回接触面は、1日 2回程度でよい 

・消毒剤の噴霧は、作業者の吸入による健康障害や消毒場所にムラが生じるため、実施しない 

・床・壁などの大掛かりで広範囲な消毒も不要（床は通常の清掃で良い） 

・空間除菌グッズの利用は、明瞭な科学的根拠は示されていないため推奨しない 

 

 

 

・COVID-19 は SARS-CoV-2 による急性呼吸器感染症である。2021 年末に流行株が感染・伝播性の非常

に強いオミクロンに置き換わって以降、重症化する患者の割合は低下した。 

（下図は、COVID-19患者の臨床経過） 

＊特殊な免疫不全（例：血液悪性腫瘍、キメラ抗原受容体 T 細胞療法、造血幹細胞移植、抗 CD20 モノクロ

ーナル抗体による治療などで B 細胞が枯渇した状態、固形臓器移植後）がある患者ではウイルス排出が長

期間持続しうることが報告されている。 

 

【12】COVID-19の疑いがある患者が接触したところは、どのような消毒をすればいい？ 

【13】COVID-19患者の臨床像は？ 
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１ 症状の有無・内容と発症日の確認 

・発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛み・結膜充血、頭痛、

関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など 

 

 

２ 血中酸素飽和度(SpO2)の測定 

・重症度判定の指標の一つになっている 

・パルスオキシメータの使用における感染のリスクは高くないため、可能な限り実施する(使用後のパルス

オキシメータは、除菌クロスなどで拭き取り消毒する) 

・脈波感知の確認、繰り返しの測定が重要 

・動かず安静を保ち、何度か深呼吸して測定する。測定中に咳き込んだら咳が鎮まるまで待って測定する。 

・Spo2が低くなる原因（※１）がないか確認のうえ再測定（※２）をしてもらう。 

   （※１）マニキュア、ネイルしている方、咳が続いた後や動作をした後、喫煙・COPD などの既往があり

元々が低い方、指の冷感、脱水など末梢循環不全と思われる方 

   （※２）手指が難しい場合は、足、耳たぶなどでの測定も検討 

       未就学児などは小児用を使用（小さい手では測定の信頼性が下がる） 

 

 

３ 重症化リスクとなる因子の確認 

・悪性腫瘍   ・慢性腎臓病   ・心血管疾患   ・脳血管疾患   ・喫煙歴   ・高血圧 

・慢性呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患、間質性肺疾患、肺塞栓症、肺高血圧症、気管支拡張症等) 

・糖尿病   ・脂質異常症   ・肥満(BMI30以上)   ・妊娠 

・臓器移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用等による免疫機能低下 

 

 

４ 重症度分類 

重症度 酸素飽和度(SpO2) 臨床状態 

軽症 96%以上 呼吸器症状なしまたは、咳のみで、肺炎所見なし 

中等症Ⅰ 94～95% 呼吸困難、肺炎所見 

中等症Ⅱ 93%以下 酸素投与が必要 

重症 一 ICU入室、または、人工呼吸器が必要 

 ・肺炎の有無を確認するために、院内感染対策を行い、可能な範囲で胸部 CTを撮影することが望ましい 

 ・この重症度分類は新型コロナウイルス感染症の肺炎の医療介入における重症度である 

 

 

５ その他の検査等 

・胸部エックス線検査等、患者の症状等から必要と思われる検査等を可能な範囲で実施する 

・患者がマスクを着用していれば、画像検査では手袋やガウンの着用までは不要 

・検査後、患者が触れた場所を消毒薬で拭き取る 

 

 

 

 

【14】COVID-19 と診断した場合、どのような診察、検査をすればいい？ 
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１ 自主的な感染予防行動の徹底 

 ・検温など自身による健康状態の確認 

 ・高齢者・基礎疾患を有する者等のハイリスク者との接触を避ける 

 ・ハイリスク施設(高齢者・障害児者施設、医療機関)への不要不急の訪問を避ける 

 ・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける 

 ・マスクを着用すること等 

 

２ 自宅療養中の過ごし方(主なもの) 

・感染していない同居者と生活空間を分け、マスク着用、適宜換気、こまめな手洗い・消毒を行う 

 

３ 体調悪化時の対応 

・症状の悪化や、薬が必要になった場合の連絡方法 

－できるだけ、診断を受けた医療機関に相談するよう伝える(開院時間内) 

－休診日等で受診先に困る時は、コロナ発熱・受診相談ダイヤル（097-573-3015）に相談する 

  

＊「家庭内での感染対策」チラシを参考 

 

 

 

 

 

【15】COVID-19 と診断した場合、患者にどんなことを説明すればいい？ 
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・重症度は発症からの日数、ワクチン接種歴、重症化リスク因子、合併症などを考慮して、繰り返し評価を行 

うことが重要である。 

・個々の患者の治療は、基礎疾患や合併症、患者の意思、地域の医療体制などを加味した上で個別に判断

する。 

・薬物療法は COVID-19 やその合併症を適応症として日本国内で承認されている薬剤のみを記載した。詳

細な使用法は添付文書などを参照すること。 

・ベクルリー、ラゲブリオ及びパキロビッドについては、同意書の取得は不要、それ以外のコロナ治療薬は必

要 

－診療がひっ迫状況しており同意文書の取得が困難な場合は、ロ頭にて同意を受け、その日付け等を診

療録に明記することでも差し支えないとされている(この場合でも郵送等により事後的に文書による同意

を得ることに努めるとされている) 

 

 

 

・重症化リスクの低い軽症の患者では、特別な医療によらなくても、経過観察のみで自然に軽快することが

多い 

・発症早期に強い症状を呈する例もあるが、対症療法と経過観察で軽快することが多い 

【主な症状】 

- ２～３日持続する高熱 

- 全身の関節痛や筋肉痛 

- 強い倦怠感や脱力感 

   - 咽頭痛や咳嗽 

   - 上記に伴う食思不振 

【16】COVID-19の薬物療法にはどのようなものがある？ 

【17】軽症の COVID-19の患者にどのように対応したらいい？ 
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・ただし、重症化リスクの高い患者では、診断時は軽症と判断されても、発症 2 週目までに症状が進行す

ることがあり、ほとんどの場合、低酸素血症の進行として表れる 

・症状が進行しているにもかかわらず、呼吸困難を自覚しない症例(silent hypoxia)があるので、患者受診

時は、パルスオキシメータによる SpO2の測定が求められる 

・労作時の SpO2低下の有無を確認することが望ましい 

 

〇 解熱鎮痛薬や鎮咳薬などの対症療法を必要に応じて行う（非ステロイド性抗炎症薬が COVID-19 の予

後を悪化させるというエビデンスはない）。飲水や食事が可能なら、必ずしも輸液は必要ない。 

〇 軽症〜中等症Ⅰの患者に対し、ステロイド薬は使用すべきではない。ただし、他疾患で使用中のステロ

イド薬を中止する必要はない。 

〇 発症から 5 日間、かつ症状軽快から 1 日以上経過するまで、人との接触はできるだけ避けるよう指導す

る。同居家族がいる場合には生活空間を分けること、マスク着用や手洗いの励行を指導する。 

〇 急性期の症状が遷延したり再燃する場合には、医療機関を受診するよう指導する。発症から 3 カ月を経

過しても、何らかの症状が 2 カ月以上持続しており、他に明らかな原因がない場合には、罹患後症状を疑う。 
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１ 入院が必要と認められる場合 

  ・かかりつけの患者が感染により基礎疾患が増悪した場合等は、まず、自院での入院の受け入れを検討

する 

  ・以下のような症状がある場合は入院を検討する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他院に転院が必要な場合は、入院の要否の判断など必要な評価をした上で、通常の医療機関間のネッ

トワークや、G-MISの入院医療機関情報を活用し、病病・病診連携で入院調整を行う 

 ・入院先医療機関に悩む場合は、管轄保健所に相談可能であるが、入院調整は自院で行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 中等症以上となった場合 

（１）入院して加療することが原則 

・高齢者入所施設等に入所中の方については、施設等での療養を継続する場合があり、その場合、患

者の医学的管理は、嘱託医・協力医等に依頼する 

（２）具体的な対応方法は、「新型コロナウイルス感染症 COVID-19診療の手引き第 9.0版」を参照 

 

 

【18】COVID-19の患者の入院が必要になったり、中等症以上になったら、どうすればいい？ 

①呼吸状態の悪化 

・苦しさの訴え、呼吸数増加（25 回/分以上）、喘鳴、排痰量増加、著明な咳嗽、血痰 

・画像(Xpや CT)で肺炎所見あり 

・労作時の呼吸困難感や Sp02低下 

②全身状態の悪化 

下記の状態の持続 

・強い訴え（動けない、横になれない、ふらつくなど） 

・食事摂取不可や飲水量低下、尿量低下 

・頻回の嘔吐や下痢 

③意識障害の疑い 

・意識レベル低下（意識朦朧、応答が弱い） 

・循環不全やショック状態 

入院調整時に必要な患者情報の例 

・患者の個人情報 

・コロナワクチン接種の回数 

・基礎疾患の有無、かかりつけ医、内服薬の内容 

・症状の経過（特に発熱の推移と全身状態）、コロナ治療薬使用の有無 

・入院依頼時の Sp02値（安静時に数分経過して安定した値） 

・検査データ（血液検査、画像所見など） 

・入院が必要と判断される臨床的根拠 

・高齢者は要介護度（介護認定の有無） 

▶ ADLや認知機能 

▶ DNARや延命処置の方針に関する情報（本人や家族の意向、主治医の方針など） 
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１ 高齢者の入院治療における課題 

・入院を契機として、ADLや認知機能の低下などのフレイルが進行しやすい 

－入院期間が長期化するほど、その影響が大きい 

・COVID-19の感染を契機として誤嚥性肺炎の併発や基礎疾患が悪化することにも注意が必要 

・生活環境の変化による転倒・骨折リスクが増大する 

・住み慣れた環境から離されることによる心理面や認知機能への影響 

・認知機能低下・加齢に伴う身体機能低下などにより、侵襲の大きな医療行為が実施できないと判断され

る場合や、蘇生処置の実施が適切でない場合もありうる 

家族やキーパーソンと事前に十分な協議を行っておくことが重要である 

 

２ 高齢者の療養に関する主な対応 

（１）入院 

・患者の病状、施設利用者の場合の感染対策等を踏まえ、病病・病診連携による入院調整する 

（２）施設の入所者の場合 

・患者の病状、施設の感染対策等に加え、地域の入院病床の使用状況、患者の理解度等も踏まえ、施

設内での療養を継続することも検討する 

・その場合、患者の医学的管理は、嘱託医・協力医等に依頼する 

・施設内の感染対策について、必要に応じて、保健所に相談する 

 

３ 経過観察中の注意点 

（１）以下の場合、肺炎*を合併している可能性があり、胸部 CT検査等が必要 

・発熱が 4日以上続く 

・息切れ息上がり(呼吸苦)の出現・増悪、または SpO2(酸素飽和度)の低下** 

*肺炎にはSARS-CoV2によるウイルス性肺炎のほか、細菌性肺炎、誤嚥性肺炎などがあり、鑑別診断

が必要 

**発症直後の低酸素血症(SpO2が 90%前後)は、肺炎よりは高熱による酸素消費量の増加の可能性が

あり、再測定を検討 

（２）脱水に特に注意 

   ・倦怠感や脱力感が強く、飲食ができなくなる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【19】高齢者の COVID-19の患者にどのように対応したらいい？ 



19 

 

 

 

１ 診察(問診、検温等を含む)する場合の感染防護 

（１）発熱のみで、咳などの呼吸器症状が全くない患者の場合は、サージカルマスクのみでよい 

・患者がマスクを着用できない場合は、眼の防護も行う 

－口腔内の診察、ロ腔ケア、食事介助、入浴支援なども同様 

（２）身体密着が想定される場合には、接触度に応じてガウンを着用する 

・移乗介助、身体リハ、むせこみ・食事介助、おむつ交換など 

（３）診察や処置で患者に近接する時以外は、患者との距離を可能な限り 2m以上とる 

（４）患者接触の前後に必ず手指衛生を実施 

（５）診察中に患者の飛沫を浴びた(おそれがある)場合 

・【10】３（４）の順番で感染防護具を 1つずつ適切に外し、その都度、手指消毒を行う 

・最後に手洗い・手指消毒を行ってから、新しいサージカルマスクを着用する 

 

２ 診察・検査の実施 

・「【14】COVID-19 と診断した場合、どのような診察、検査をすればいい?」と同様に診察・検査を実施する 

・必要に応じて、薬の処方等を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【20】COVID-19の診断が確定した患者から受診の相談があったら、どう対応する？ 
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１ COVID-19に罹患した医療従事者の就業制限解除の考え方について 

２ 職員同士の感染の防止 

・休憩室や昼食時などでの職員同士の会話が原因となることが多いので、対面での飲食、会話しながらの

飲食、休憩室での長時間の会話を避け、会議や職員が集まる場所は、こまめに換気。更衣室は、換気

ができず狭いことが多いため、会話をしないことを特に徹底する 

・職員に対する日頃の体調チェック(体温測定のみでは不十分!) が重要であり、検査陰性で安心は禁物 

・体調に異変があればすぐに勤務を停止し、検査して結果が出るまで自宅待機とする 

・職員が体調不良をすぐに申告できる職場環境づくりが重要 

【21】医療機関の従事者が感染者となった場合、どう対応する？ 


